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資料１ 

市町村地域福祉計画策定状況等の調査結果概要 

（令和２年４月１日時点） 

 

【市町村地域福祉計画の策定状況】 

○ 全１，７４１市町村（東京都特別区を含む。以下同じ）については、市町村地域福祉計画を「策定済

み」が１，４０５市町村（８０．７％）となり、前回調査と比較して４１市町村（２．４ポイント）

増加している。（Ｐ４） 

○ 市区部・町村部別の策定状況を見ると、市区部では「策定済み」が９３．０％であるのに対し、町村

部では６９．９％になっている。（Ｐ４） 

○ 人口規模の大きな市町村ほど策定率が高い傾向にあり、１００万人以上の自治体では策定率   

１００％を達成しており、５万人以上の自治体では策定率９０％を超えている。（Ｐ５） 

○ 「策定未定」の２２９市町村のうち、未策定の理由は、「計画策定に係る人材やノウハウ等が不足し

ている」が最も多く１８３市町村（７９．９％）となっており、必要な支援策として１８４市町村 

（８０．３％）が「既に策定した自治体のノウハウの提供」と回答している。（Ｐ１６～Ｐ１７） 

 

【都道府県地域福祉支援計画の策定状況】 

○ 全４７都道府県については、都道府県地域福祉支援計画を策定済み。（１００％）（Ｐ２５） 

 

【地域福祉（支援）計画の記載内容、評価・改定状況等】 

○ 計画策定済みの１，４０５市町村の計画の策定内容について、地域福祉計画の策定ガイドラインで定

めている項目のうち、法定上必要となる４項目すべてを計画に位置付けている自治体は１，００３市

町村（７１．４％）になっている。（Ｐ６～Ｐ７） 

○ 計画策定済みの１，４０５市町村のうち、平成３０年４月施行の改正社会福祉法により追加された、

「地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべ

き事項」について、９７市町村は計画への位置付けを行っておらず、そのうち３９市町村（４０．

２％）は検討に着手している。（Ｐ７） 

○ 計画の期間については、１，０５３市町村（７４．９％）が「５年間」となっている。（Ｐ１３） 

○ 計画の内容の点検状況については、計画を定期的に点検しているのは８６４市町村（６１．５％）と

なっている。そのうち５５２市町村（６３．９％）は評価実施体制を構築（評価委員会等を設置）し

ている。（Ｐ１３～Ｐ１４） 

○ 地域福祉支援計画の策定ガイドラインで定めている項目のうち、法定上必要となる５項目すべてを

計画に位置付けているのは３９都道府県（８３．０％）となっている。（前回調査からは８県増加）

（Ｐ２６） 
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【市町村による包括的な支援体制の整備に関する記載状況】 

○ 市町村による包括的な支援体制の整備（社会福祉法第１０６条の３第１項各号に掲げる事業）につい

て、９０５市町村（６４．４％）は「実施している」または「実施予定」であり、このうち５９．６％

にあたる５３９市町村が当該事業（※）を全て計画に盛り込んでいる。（Ｐ１０～Ｐ１１） 

（※）社会福祉法第１０６条の３第１項１号～３号に掲げる事業 

○ 都道府県地域福祉支援計画においては、市町村による包括的な支援体制の整備への支援に関する事

項について、４１都道府県（８７．２％）が、いずれかの項目を記載している。（Ｐ２９） 

 

【都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況について】 

○ 都道府県間における市町村地域福祉計画の策定率について、１５府県（３１．９％）が１００％を達

成している。（Ｐ３４） 

○ 策定率１００％を達成していない３２都道県のうち、２９都道県（９０．６％）が管内市町村へ「策

定の働きかけを行った（または行う予定がある）」と回答している。（Ｐ３５～Ｐ３６） 

 

 

 

 

  



3 

Ⅰ 市町村地域福祉計画策定状況等調査結果（令和２年４月１日時点） 

  １  策定状況 

    （１）市区部・町村部別の策定状況 

    （２）人口規模別の策定状況 

  ２  地域福祉計画の策定内容 

  ３  地域福祉計画の改定状況 

  ４  地域福祉計画の期間及び進行管理 

  ５  地域福祉活動計画との関係 

  ６  策定未定の市町村の策定方針及び未策定の理由、策定のために必要な支援策 

  ７  地域福祉計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

  ８  自治体総合計画との関係について 

  ９  成年後見制度利用促進、自殺対策に係る計画との関係について 

  １０ その他関係する分野の計画との関係について 

 

 

【調査の概要】 

○ 調査対象 １，７４１市町村 

○ 回答数  １，７４１市町村（回答率１００％） 

○ 調査時点 令和２年４月１日現在 

※ 割合は少数点第２位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない部分がある。 
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Ⅰ 地域福祉計画策定状況等調査結果（令和２年４月１日時点） 

 

Ⅰ－１ 策定状況 

○ 全１，７４１市町村のうち、「策定済み」は１，４０５市町村（８０．７％）となり、前回調査と比較

して２．４ポイント増加した。 

 

 

Ⅰ－１－（１） 市区部・町村部別の策定状況 

○ 「策定済み」と回答した市町村の割合は、前回調査と比較して市区部は１．１ポイント、町村部は  

３．５ポイント増加した。 

○ 策定率を比較すると、市区部（９３．０％）と町村部（６９．９％）の間には２３．１％の差がある。 

 

 

 

1,364

(78.3%)

1,405

(80.7%)

124

(7.1%)

107

(6.1%)

253

(14.5%)

229

(13.2%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

（市町村数：1,741）

令和２年４月１日時点

（市町村数：1,741）

策定済み 策定予定 策定未定

615

(66.4%)

647

(69.9%)

749

(91.9%)

758

(93.0%)

95

(10.3%)

82

(８.9%)

29

(3.6%)

25

(3.1%)

216

(23.1%)

197

(21.２%)

37

(4.5%)

32

(3.9%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

（町村部：926）

令和２年４月１日時点

（町村部：926）

平成３1年４月１日時点

（市区部：815）

令和２年４月１日時点

（市区部：815）

策定済み 策定予定 策定未定
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Ⅰ－１－（２） 人口規模別の策定状況 

○ 人口規模の大きな市町村ほど策定率が高い傾向にある。 

○ 「１万人未満」の市町村の策定率は７割程度であり、「５万人以上」の市町村は９割を超えている。 

 
 

  

11

(100%)

23

(95.8%)

90

(93.8%)

152

(98.1%)

238

(95.2%)

563

(82.3%)

328

(63.０%)

5

(5.2%)

3

(1.9%)

4

(1.6%)

42

(6.1%)

52

(10.0%)

1

(4.2%)

1

(1.0%)

8

(3.2%)

79

(11.5%)

141

(27.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１００万人以上

５０万人以上～１００万人

未満

２０万人以上～５０万人未

満

１０万人以上～２０万人未

満

５万人以上～１０万人未満

１万以上～５万人未満

１万人未満

策定済み 策定予定 策定未定

（総数：521） 

（総数：684） 

（総数：250） 

（総数：155） 

（総数：96） 

（総数：24） 

（総数：11） 
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Ⅰ－２ 地域福祉計画の策定内容 

○ 地域福祉（支援）計画の策定ガイドラインで定めている項目のうち、「地域における福祉サービスの

適切な利用の促進に関する事項」、「地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項」につい

ては、９割以上の市町村が計画に位置付けている。また、法定上必要となる４項目すべてを計画に位

置付けている自治体は１，００３市町村（７１．４％）となっている。 

○ 平成３０年４月に施行された改正社会福祉法において新しく規定された「地域における高齢者の福祉、

障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項」を位置付けていない  

９７市町村のうち、３９市町村（４０．２％）が検討に着手している。 

○ 社会福祉法第１０６条の３第１項各号に掲げる事業について、実施しているのは６２５市町村  

（４４．５％）、実施予定は２８０市町村（１９．９％）となっている。また、「実施している」・「実

施予定」と回答した９０５市町村のうち、５８．９％にあたる ５３３市町村が当該事業を全て計画

に盛り込んでいる。 

 

① 地域福祉（支援）計画の策定ガイドラインで定めている項目について 

〈項目別策定自治体数〉                      策定済み１，４０５市町村の回答 

 

  

1,308

（93.1%）

1,366

（97.2%）

1,053

（74.9%）

1,353

（96.3%）

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、

児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り

組むべき事項

②地域における福祉サービスの適切な利用の促

進に関する事項

③地域における社会福祉を目的とする事業の健

全な発達に関する事項

④地域福祉に関する活動への住民参加の促進に

関する事項
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〈策定項目数〉                         策定済み１，４０５市町村の回答 

〈平成３０年４月に施行された改正社会福祉法により追加された記載事項の追記に係る検討状況〉 

 

地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、 

共通して取り組むべき事項を位置付けていない９７市町村の回答 

 

  

1,003

(71.4%)

320

(22.8%)

48

(3.4%)

12

(0.9%)

22

(1.6%)

４項目すべて ３項目 ２項目 １項目 該当なし

39

(40.2%)

48

(49.5%)

10

(10.3%)

検討に着手している 未定 無回答
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〈内容詳細〉 

ア．地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通してり組むべき

事項                               策定済み１，４０５市町村の回答 

 

735

(52.3%)

861

(61.3%)

755

(53.7%)

1,082

(77.0%)

600

(42.7%)

471

(33.5%)

670

(47.7%)

473

(33.7%)

900

(64.1%)

761

(54.2%)

234

(16.7%)

991

(70.5%)

652

(46.4%)

359

(25.6%)

242

(17.2%)

538

(38.3%)

38

(2.7%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野（まちおこし、商

工、農林水産、土木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携に関する事項

高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項

制度の狭間の課題への対応の在り方

生活困窮者のような各分野横断的に関係する者に対応できる体制

共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開

居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方

就労に困難をかかえる者への横断的な支援の在り方

自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方

市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域づくりの観点

も踏まえた権利擁護の在り方

高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は保護者が抱えて

いる課題にも着目した支援の在り方

保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方

地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用

地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるための圏域

と、各福祉分野の圏域や福祉以外の分野の圏域との関係の整理

地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野に入れた寄附や共同募金等の取組の推

進

地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携体制

全庁的な体制整備

その他
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イ．地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項    策定済み１，４０５市町村の回答 

 

ウ．地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

策定済み１，４０５市町村の回答 

 

1,293

(92.0%)

832

(59.2%)

587

(41.8%)

1,122

(79.9%)

1188

(84.6%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

福祉サービスの利用に関する情報提供、相談体制の確保、支

援関係機関間の連携

社会福祉従事者の専門性の向上、ケアマネジメント、ソー

シャルワーク体制の整備

サービスの評価やサービス内容の開示等による利用者の適切

なサービス選択の確保

成年後見制度、日常生活自立支援事業、苦情解決制度など適

切なサービス利用を支援する仕組み等の整備

避難行動要支援者の把握及び日常的な見守り・支援の推進方

策

336

(23.9%)

556

(39.6%)

913

(65.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民間の新規事業の開発やコーディネート機能への支援

社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の

推進

福祉、保健、医療と生活に関する他分野との連携方策

「その他」の回答例 

 地域福祉を支える人材育成の仕組みづくりに関する事項 

 災害時の支援体制構築に関する事項 

 LGBT や外国人への理解・参画   

 産学公民連携した取組の推進 

 ボランティア活動の推進 

 健康増進・健康づくりの意識醸成の推進 
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エ．地域福祉に関する活動への住民参加の促進に関する事項     策定済み１，４０５市町村の回答 

 

 

オ．社会福祉法第 106 条の３ 第 1項各号に掲げる事業について 

〈実施状況〉                        策定済み１，４０５市町村の回答 

 

1,144

(81.4%)

1,040

(74.0%)

801

(57.0%)

1,009

(71.8%)

1,016

(72.3%)

670

(47.7%)

971

(69.1%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活動に必要な情報の入手、必要な知識、技術の習得、

活動拠点に関する支援

地域住民の自主的な活動と公共的サービスの連携

地域住民、サービス利用者の自立

地域の福祉の在り方について住民等の理解と関心を深

めることによる主体的な生活者、地域の構成員として

の意識の向上

住民等の交流会、勉強会等の開催

地域福祉活動専門員、社会福祉従事者等による地域組

織化機能の発揮

民生委員・児童委員活動の充実に向けた環境整備

625

(44.5%)

280

(19.9%)

459

(32.7%)

41

(2.9%)

実施している 実施予定 未定・実施しない 無回答
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〈「実施している」または「実施予定」の場合の内容詳細〉      

 「実施している」または「実施予定」の９０５市町村の回答 

 

 

② 要援護者の支援方策に関する事項について          策定済み１，４０５市町村の回答 

 

 

③ 消費者安全確保地域協議会との連携に関する事項について   策定済み１，４０５市町村の回答 

 
 

662

(73.1%)

689

(76.1%)

716

(79.1%)

539

(59.6％)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題

を把握し解決を試みることができる環境の整備〔社会福祉法 第

１０６条の３第１項第１号に規定する事業〕

「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を

包括的に受け止める体制の整備〔社会福祉法 第１０６条の３第

１項第２号に規定する事業〕

多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構

築〔社会福祉法 第１０６条の３第１項第３号に規定する事業〕

全て計画に盛り込んでいる

1,086

（77.3％）

985

（70.1％）

1,007

（71.7％）

845

（60.1％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要援護者の把握に関する事項

要援護者情報の共有に関する事項

日常的な見守り活動や助け合い活動の振興方策

緊急対応に備えた役割分担と連携体制づくり

206

(14.7%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

消費者安全確保地域協議会（見守りネットワー

ク）との連携に関する事項



12 

Ⅰ－３ 市町村地域福祉計画の改定状況 

（地域福祉計画に係る社会福祉法の規定が施行された平成１５年４月以降の改定状況） 

○ 「改定済み」の回答は１，１０４市町村（７８．６％）となり、前回調査と比較して１．６ポイント

増加した。 

○ 「改定済み」のうち改定回数については、４１７市町村（３７．８％）は１回、６８７市町村 

（６２．２％）は２回以上と回答している。 

策定済み１，４０５市町村の回答 

 

 

 

〈改定回数〉 

改定済み１，１０４市町村の回答 

 

 

1,050

(77.0%)

1,104

(78.6％)

270 

(19.8%)

250 

(17.8%)

44 

(3.2%)

51 

(3.6%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

（策定済み１，３６４市町村）

令和２年４月１日時点

（策定済み１，４０５市町村）

改定済み 改定予定 未改定

417

(37.8%)

442

(40.0%)

245

(22.2%)

1回 2回 3回以上
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Ⅰ－４ 地域福祉計画の期間及び進行管理 

○ 計画の期間については１，０５３市町村（７４．９％）が「５年間」となっている。 

○ 計画の内容を、定期的に点検しているのは８６４市町村(６１．５％）となっている。そのうち    

５５２市町村（６３．９％）は評価実施体制を構築している。 

 

〈計画の期間〉                       策定済み１，４０５市町村の回答 

 

 

〈計画の点検状況〉                     策定済み１，４０５市町村の回答 

 

 

 

7 

0.5%
35 

2.5%
35 

2.5%

1,053

74.9%

190 

13.5%

64 

4.6%

9 

0.6%

12 

0.9%

３年未満 ３年 ４年 ５年 ６年以上１０年未満 １０年以上 定めなし 無回答

864

（61.5％）

527

（37.5％）

14

（１％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に点検している

点検していない

無回答
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〈評価体制〉 

定期的に点検している８６４市町村の回答（複数回答） 

 

 

〈評価委員会の開催回数〉 

評価実施体制を構築している５５２市町村の回答 

 

  

552 

（63.9%）

320 

（37.0%）

217 

（25.1%）

7 

（0.8%）

127 

（14.7%）

63 

（7.3%）

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

評価実施体制を構築している

計画に評価方法を明記している

計画に評価指標を明記している

外部評価情報を評価の参考にしている

特に進行管理や評価体制の仕組みを構築してい

ない

その他

127

（23.0%）

330 

（59.8％）

71 

（12.9％）

21 

(3.8%)

3 

(0.5%)

令和２年４月１日時点

１年に１回未満（又は改定時） １年に１回 １年に２回 １年に３回以上 無回答



15 

Ⅰ－５ 地域福祉活動計画との関係 

○ 地域福祉計画を策定している１，４０５市町村のうち、１，２２５市町村で地域福祉活動計画を策

定しており、「連動させて策定している」が６６６市町村（４７．４％）と最も多くとなっている。 

○ 「一体的に策定している」「課題把握、ニーズ調査は一体的に行っている」「連動させて策定してい

る（整合性を図っている）」のいずれか１つを回答したのは９１０市町村（６４．８％）となってい

る。 

 

策定済み１，４０５市町村の回答（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

520 

（37.0%）
208 

（14.8%）
666 

（47.4%）

910 

（64.8%）72 

（5.1%）

180

（12.8%）47

（3.3%）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一体的に策定している

課題把握、ニーズ調査は一体的に行っている

連動させて策定している（整合性を図っている）

上記どれか一つを回答

特に関連、連動等させていない

地域福祉活動計画は策定されていない

その他

「その他」の回答例 

 双方の計画の会議に担当者が参加するなどして整合性をはかっている。 

 一部の内容について連動させている。 

 次回の改定時など、今後連動させていく予定である。 

 社会福祉協議会職員が策定委員として参加している。 

 関連・連動した内容になるよう作成中。 

 特に連動させていないが、計画年度を同時期に設定している。 



16 

Ⅰ－６ 策定未定の市町村の策定方針および未策定の理由、策定のために必要な支援策 

○ 「策定未定」の２２９市町村（Ｐ４，Ⅰ－１参照）のうち、１４４市町村（６２．９％）が「努力義

務化されたことを踏まえ策定する方針はあるが、いつから取りかかるかは未定」と回答している。 

○ 未策定の理由は、「計画策定に係る人材やノウハウ等が不足している」が最も多く１８３市町村    

（７９．９％）となっており、必要な支援策として１８４市町村（８０．３％）が「既に策定した自

治体のノウハウの提供」と回答している。 

 

〈計画の策定方針〉                        策定未定２２９市町村の回答 

 

 

 

〈未策定の理由〉                     策定未定２２９市町村の回答（複数回答） 

 

 

25

(10.9%)

144

(62.9%)

60

(26.2%)

従来から策定する方針はあるが、いつから取りかかるかは未定

努力義務化されたことを踏まえ策定する方針はあるが、いつから取りかかるかは未定

努力義務化されたが策定する方針はない

無回答

183

(79.9%)

113

(49.3%)

31

(13.5％)

37

(16.2%)

16

(7.0%)

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

計画策定に係る人材やノウハウ等が不足し

ているため

策定が必須ではない（改正後も努力義務に

留まる）ため

策定の必要性が感じられないため

他の計画で地域福祉計画と同様の内容を定

めている（又は対応予定の）ため

その他
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〈必要な支援策〉                         策定未定２２９市町村の回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

184

（80.3%）

87

（38.0%）

93

(40.6%)

66

(28.8%)

19

(8.3%)

0.0% 50.0% 100.0%

既に策定した自治体のノウハウの提供

既に策定した自治体に相談し、直接助言を受け

られるような体制の整備

既に策定した自治体の事例報告会などの場の提

供

地域福祉計画に関する専門家の紹介

その他

「その他」の回答例 

 他の優先すべき業務があり、地域福祉計画の策定が義務づけられていない中（努力義

務）、他の業務が優先であるため、人的・財政的な支援等がなければ困難。 

 策定に要するマンパワー不足。 

 今後策定に向けた協議を行う予定（または検討中）。 

 震災後の状況が落ち着いたら策定について検討する予定。 

 策定の予算がつかない。 

 多くの計画を策定することに時間を割かれ、策定はするものの事業展開まで至らない現

状があるため。 

 個別計画で対応しているため。 

「その他」の回答例 

 策定のための財政支援（人員配置、業務委託等）。 

 人的支援（計画策定の専門家の派遣）。 

 同規模自治体の策定状況の情報提供。 
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Ⅰ－７ 地域福祉計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

○ 策定済み１，４０５市町村のうち、１，１００市町村（７８．３％）が生活困窮者自立支援方策を「地

域福祉計画へ盛り込んだ」と回答しており、前回調査と比較して４ポイント増加した。 

○ 「地域福祉計画と別の単独計画として策定した」１３市町村（０．９％）、「作業中である」５０市町

村（３．６％）。 

○ 生活困窮者自立支援方策の位置付けについて、市区部（８６．９％）と町村部（６８．２％）の間で

１８．７ポイントの差がある。 

策定済み１，４０５市町村の回答 

 

〈市区部・町村部別〉 

 

1,014

(74.3%)

1,100

(78.3%)

12

(0.9%)

13 

(0.9%)

61

(4.5%)

50 

(3.6%)

162

(11.9%)

120 

(8.5%)

106

7.8%)

109

(7.8%)

9

(0.7%)

13

(0.9%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

（市町村数：1,405）

令和２年４月１日時点

（市町村数：1,405）

地域福祉計画へ盛り込んだ
地域福祉計画とは別の単独計画として策定した
作業中である

予定はあるが、作業を開始していない
予定はない（未定）

397

(64.6%)

441

(68.2%)

617

(82.4%)

659 

(86.9%)

0

(0%)

1

(0.2%)

12

(1.6%)

12 

(1.6%)

28

(4.6%)

23

(3.6%)

33

(4.4%)

27 

(3.6%)

109

(17.7%)

93

(14.4%)

53

(7.1%)

27 

(3.6%)

75

(12.2%)

80

(12.4%)

31

(4.1%)

29 

(3.8%)

6

(1.0%)

9

(1.4%)

3

(0.4%)

4 

（0.5％）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

（町村部：策定済615）

令和２年４月１日時点

（町村部：策定済647)

平成３1年４月１日時点

（市区部：策定済749)

令和２年４月１日時点

（市区部：策定済758）

地域福祉計画へ盛り込んだ

地域福祉計画とは別の単独計画として策定した

作業中である

予定はあるが、作業を開始していない

予定はない（未定）

無回答
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Ⅰ－８ 自治体総合計画との関係について 

○ 総合計画との関係については、策定済み１，４０５市町村のうち、７１市町村（５．１％）

が「総合計画を地域福祉計画を兼ねたものとして一体的に策定している」と回答し、    

１，０８４市町村（７７．２％）が「地域福祉計画の主要な事項を盛り込み連動させている」

と回答している。 

策定済み１，４０５市町村の回答 

 

  

71

(5.1%)

1,084

(77.2%)

216

(15.4%)

20

(1.4%)

14

(1.0%)

総合計画を地域福祉計画を兼ねたものとして一体的に策定している

総合計画に地域福祉計画の主要な事項を盛り込み連動させている

総合計画と地域福祉計画は連動させていない

総合計画は策定されていない

無回答
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１－９ 成年後見制度利用促進、自殺対策に係る計画との関係について 

○ 成年後見制度利用促進計画との関係については、策定済み１，４０５市町村のうち、１６６市町村  

（１１．８％）が「一体的に策定している」と回答し、２５市町村（１．８％）が「地域福祉計画を

活用して策定」と回答している。 

○ 自殺対策計画との関係については、９２市町村（６．５％）が「一体的に策定している」と回答し、

１３５市町村（９．６％）が「地域福祉計画を活用して策定」と回答している。 

〈成年後見制度利用促進法による市町村計画との関係〉        策定済み１，４０５市町村の回答 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

166

(11.8%)

26

(1.9%)

25

(1.8%)

36

(2.6%)

1,140

(81.1%)

12

(0.9%)

一体的に策定している（地域福祉計画の一部が市町村計画を兼ねている、同じ計画に両計画が含まれる）

両計画に共通の内容を記載している

地域福祉計画を活用して策定（地域福祉計画策定委員会で検討した内容を活用した 等）

特に連携、関連していない

市町村計画を策定していない

無回答
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〈市町村自殺対策計画との関係〉                  策定済み１，４０５市町村の回答 

 

※割合は少数点第２位以下を四捨五入しているため、合計は 100％にならない。 

  

92

(6.5%)

379

(27.0%)

135

(9.6%)

584

(41.6%)

189

(13.5%)

26

(1.9%)

一体的に策定している（地域福祉計画の一部が自殺対策計画を兼ねている、同じ計画に両計画が含

まれる）
両計画に共通の内容を記載している

地域福祉計画を活用して策定（地域福祉計画策定委員会で検討した内容を活用した 等）

特に連携、関連していない

市町村計画を策定していない
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１－１０ その他関係する分野の計画との関係について 

○ 住宅セーフティネット法による供給促進計画との関係については、策定済み１，４０５市町村のうち

１３市町村（０．９％）が「地域福祉計画と共通の内容を盛り込んでいる」と回答し、６市町村    

（０．４％）が「地域福祉計画を活用して策定した」と回答している。 

○ 地方再犯防止推進計画との関係については、策定済み１，４０５市町村のうち８市町村（０．６％）

が「地域福祉計画と共通の内容を盛り込んでいる」と回答し、２３市町（１．６％）が「地域福祉計

画を活用して策定した」と回答している。 

○ 市町村地域防災計画との関係については、策定済み１，４０５市町村のうち６１０市町村（４３．４％）

が「地域福祉計画と共通の内容を盛り込んでいる」と回答し、８９市町村（６．３％）が「地域福祉

計画を活用して策定した」と回答している。 

 

〈住宅セーフティネット法による供給促進計画との関係〉       策定済み１，４０５市町村の回答 

 

  

13

(0.9%)
6

(0.4%)

38

(2.7%)

1,330

(94.7%)

18

(1.3%)

地域福祉計画と共通の内容を盛り込んでいる

地域福祉計画を活用して策定した（地域福祉計画策定委員会で検討した内容を活用した 等）

特に連携、関連させていない

供給促進計画を策定していない

無回答
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〈地方再犯防止推進計画との関係〉                策定済み１，４０５市町村の回答 

 

〈市町村地域防災計画との関係〉                  策定済み１，４０５市町村の回答 

 

8

(0.6%)
23

(1.6%)

7

(0.5%)

1,349

(96.0%)

18

(1.3%)

地域福祉計画と共通の内容を盛り込んでいる

地域福祉計画を活用して策定した（地域福祉計画策定委員会で検討した内容を活用した 等）

特に連携、関連させていない

地方再犯防止計画を策定していない

無回答

610

(43.4%)

89

(6.3%)

670

(47.7%)

13

(0.9%)

22

(1.6%)

地域福祉計画と共通の内容を盛り込んでいる

地域福祉計画を活用して策定した（地域福祉計画策定委員会で検討した内容を活用した

等）
特に連携、関連させていない

地域防災計画を策定していない
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Ⅱ．都道府県地域福祉支援計画策定状況等調査結果（令和２年４月１日時点） 

１ 策定状況 

２ 地域福祉支援計画の策定内容 

３ 地域福祉支援計画の改定状況 

４ 地域福祉支援計画の期間及び進行管理 

５ 地域福祉支援計画への生活困窮者支援方策の盛り込み状況 

６ 都道府県別地域福祉計画の策定状況 

７ 地域福祉計画の策定の推進及び支援状況 

 

 

【調査の概要】 

○ 調査対象 ４７都道府県 

○ 回答数  ４７都道府県（回答率１００％） 

○ 調査時点 令和２年４月１日現在 

 ※ 割合は少数点第２位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない部分がある。 
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Ⅱ－１ 策定状況 

○ 全４７都道府県において、地域福祉支援計画策定済み（１００％） 

 

４７都道府県の回答 

 

  

45
(9５.７%)

47
(１００%)

2
(４.３%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

令和２年４月１日時点

策定済み 策定予定
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Ⅱ－２ 地域福祉支援計画の策定内容 

○ 地域福祉（支援）計画の策定ガイドラインで定めている項目のうち、法定上必要となる５項目すべて

を計画に位置付けているのは３９都道府県（８３．０％）になっている。 

 

〈項目別策定自治体数〉                           ４７都道府県の回答 

 

 

〈策定項目数〉                        ４７都道府県の回答 

 

 

47

(100.0%)

47

(100.0%)

46

(97.9%)

45

(95.7%)

41

(87.2%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福

祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項

②市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針

に関する事項

③社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資

質の向上に関する事項

④福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的

とする事業の健全な発達のための 基盤整備に関する事項

⑤市町村における包括的な支援体制の整備への支援に関

する事項

39
(83.0%)

7
(14.9%)

1
(2.1%)

５項目すべて ４項目 ３項目
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「その他」の回答例 

● 災害時の要配慮者対策の推進 ● 誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

● 支え合いの地域づくり    ● 人財づくり 

● 環境・基盤づくり       ● 民生委員・児童委員の活動への支援 

● 子どもの貧困対策  ● 福祉教育の推進  ● ボランティア活動の推進 

〈内容詳細〉 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき

事項について                              ４７都道府県の回答 

 
 

 

 

 

 

 

           

32

(68.1%)

28

(59.6%)

37

(78.7%)

43

(91.5%)

35

(74.5%)

32

(68.1%)

30

(63.8%)

35

(74.5%)

40

(85.1%)

30

(63.8%)

37

(78.7%)

38

(80.9%)

27

(57.4%)

34

(72.3%)

20

(42.6%)

23

(48.9%)

8

(17.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野との連携

に関する事項

高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項

制度の狭間の課題への対応の在り方

生活困窮者のような各分野横断的に関係する者に対応できる体制

共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開

居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方

就労に困難をかかえる者への横断的な支援の在り方

自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方

市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域づ

くりの観点も踏まえた権利擁護の在り方

高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は保護

者が抱えている課題にも着目した支援の在り方

保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方

地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用

地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるた

めの圏域と、各福祉分野の圏域や福祉以外の分野の圏域との関係の整理

地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野に入れた寄附や共同募金等

の取組の推進

地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携

体制

全庁的な体制整備

その他
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② 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

４７都道府県の回答 

 

 

③ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項 

４７都道府県の回答 

 

 

④福祉サービスの適切な利用の促進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関

する事項 

４７都道府県の回答 

 

 

 

47

(100.0%)

20

(42.6%)

24

(51.1%)

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

市町村に対する支援

市町村が実施する広域事業に対する支援

都道府県内の福祉サービスに関する情報の収集及び提供

システムの構築

46

(97.9%)

46

(97.9%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社会福祉に従事する者を確保するための養成研修

社会福祉に従事する者の知識・技術向上のための研修

39

(83.0%)

42

(89.4%)

30

(63.8%)

45

(95.7%)

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

社会福祉法人、非営利組織、民間事業者等への適切な運営に

関する指導・助言等

サービスの質の評価等の実施方策

広域的事業及び専門性が高い事業の情報提供及び相談体制の

確保

成年後見制度、日常生活自立支援事業、苦情解決制度等の実

施体制の確保
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④ 市町村における包括的な支援体制の整備への支援に関する事項 

４７都道府県の回答 

 

  

28
(59.6%)

24
(51.1%)

39
(83.0%)

41
(87.2%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

単独の市町村では解決が難しい地域生活課題に対する支援体

制の構築

都道府県域で推進していく独自施策の企画・立案

住民が主体的に地域生活課題の解決に取り組むことができる

地域づくりを進めていくための人材育成、市町村間の情報…

上記3項目のいずれかの項目は記載している
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Ⅱ－３ 地域福祉支援計画の改定状況 

○ 「改定済み」と回答した都道府県は約９割であり、そのうち１６府県（４０．０％）が「２回」、１

６府県（４０．０％）が「３回以上」と回答している。 

〈改定状況〉 

策定済み４７都道府県の回答 

 
 

 

〈改定回数〉 

改定済み４０道府県の回答 

 

 

 

 

 

 

 

39
86.7%

40
85.1%

3
6.7%

3
6.4%

3
6.7%

4
8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成３１年４月１日時点

令和２年４月１日時点

改定済み 改定予定

8

(20.0%)

16

(40.0%)

16

(40.0%)

1回 2回 3回以上
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Ⅱ－４ 地域福祉支援計画の期間および進行管理 

○ 計画の期間については、２８府県（５９．６％）が「５年間」となっている。 

○ 進行管理については、計画を定期的に点検しているのは４０都道府県（８５．１％）となっており、

そのうち２７都道府県（６７．５％）が評価実施体制を構築している。 

 

<計画の期間>                           ４７都道府県の回答 

 

 

 

<計画の点検状況>                           ４７都道府県の回答 

 

  

5

(10.6%)

6

(12.8%)

28

(59.6%)

7

(14.9%)

1

(2.1%)

３年 ４年 ５年 ６年以上10年未満 定めなし

85.1%

40

14.9％

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定期的に点検している

点検していない
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<評価体制> 

計画を定期的に点検している４０都道府県の回答（複数回答） 

 

 

 

 

 

                      

 

<評価委員会の開催回数> 

評価実施体制を構築している２７都道府県の回答 

 

27

(67.5%)

21

(52.5%)

0

(0.0%)

3

(7.5%)

4

(10.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価実施体制を構築している

計画に評価方法を明記している

外部評価情報を、評価実施の参考にしている

特に進行管理や評価体制のしくみを構築していない

その他

2

7.4%

22

81.5%

1
3.7%

1
3.7%

1
3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１年に１回未満（又は改定時） １年に１回 １年に２回 １年に３回以上 その他

「その他」の回答例 

 目標値の進捗状況の確認や点検を行い、分析・評価を行っている。 

 毎年度年次レポートを作成し、進行状況や新たな課題に対する取組の方向性を明らかにしている。 

 庁内関係課への取組状況の照会 
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Ⅱ－５ 地域福祉支援計画への生活困窮者自立支援方策の盛り込み状況 

○ 全４７都道府県のうち生活困窮者自立支援方策を「地域福祉支援計画へ盛り込んだ」と回答したの

は４４都道府県（９３．６％）であり、前回調査と比較して８．５ポイント増加している。 

○ 「予定はあるが、作業を開始していない」「予定はない（未定）」をあわせると３県（６．４％）とな

り、前回調査と比較すると１県（２．２ポイント）減少している。 

 

４７都道府県の回答 

 

 

 

〈詳細内容〉  

生活困窮者自立支援方策を「地域福祉支援計画へ盛り込んだ」または「別の単独計画として策定した」４４都道府県の回答 

 

85.1%
40

93.6%
44

6.4%
3

4.3%
2

2.1％
1

4.3%
2

4.3％
2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成３１年４月
１日時点

令和２年４月１
日時点

地域福祉支援計画へ盛り込んだ 地域福祉支援計画とは別の単独計画として策定した

予定はあるが、作業を開始していない 予定はない（未定）

36

81.8%

26

59.1%

28

63.6%

20

45.5%

28

63.6%

15

34.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活困窮者自立支援方策の位置付けと地域福祉施策との連携

に関する事項

生活困窮者の把握に関する事項

自立相談支援機関の運営

相談支援機関設置等に係る広域的な調整

相談支援員等の人材の育成・研修

新たな地域資源の創出
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Ⅱ－６ 都道府県別市町村地域福祉計画の策定状況 

都道府県における市町村地域福祉計画の策定率について、１５府県（３１．９％）が１００％を達成し

ている。                                ４７都道府県の状況 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

茨
城
県

石
川
県

福
井
県

岐
阜
県

静
岡
県

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

香
川
県

高
知
県

福
岡
県

佐
賀
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

埼
玉
県

岩
手
県

和
歌
山
県

山
梨
県

島
根
県

山
口
県

神
奈
川
県

富
山
県

栃
木
県

東
京
都

青
森
県

山
形
県

兵
庫
県

鳥
取
県

群
馬
県

秋
田
県

愛
知
県

長
崎
県

徳
島
県

岡
山
県

奈
良
県

新
潟
県

広
島
県

千
葉
県

宮
城
県

三
重
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

北
海
道

愛
媛
県

福
島
県

長
野
県

策定未定 策定予定 策定済み



35 

Ⅱ－７ 市町村地域福祉計画の策定の推進及び支援状況 

（１）管内市町村の地域福祉計画策定率１００％達成目標年度 

○ １００％未達成の３２都道県のうち１５道県（３１．９％）が目標年度を定めており、１７都県（３

６．２％）が「目標年度を定めていない」と回答している。 

４７都道府県の回答 

※策定率１００％となっているのは、茨城県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都

府、大阪府、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県の１５府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

(31.9%)

6

(12.8%)1

(2.1%)

4

(8.5%)

4

(8.5%)

17

(36.2%)

策定率１００％を達成している
2020年度までに作成率１００％を達成している

2021年度中に策定率１００％
2022年度中に策定率１００％
2023年度以降に策定率１００％
目標年度を定めていない
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（２）管内市町村に対する助言・支援の実施状況 

○ 策定率１００％を達成していない３２都道県のうち、２９都道県（９０．６％）が管内市町村へ「策

定の働きかけを行った（または行う予定がある）」と回答している。 

３２都道県の回答 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

29

(90.6%)

3

(9.4%)

働きかけを行った（又は行う予定がある）

働きかけを行っていない（予定もない）

具体的な働きかけの内容例 

 市町村職員を対象とした会議・研修会等を開催し、策定を働きかけ 

 個別に訪問・連絡し、ヒアリング・アドバイス等を実施  

 先行事例や優良事例、策定率を照会し、策定を促進 

 通知・文書等により策定に向けた取り組みを依頼 


